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地方独立行政法人大牟田市立病院中期計画  
 

地 方 独 立 行 政 法 人 大 牟 田 市 立 病 院 （ 以下「法人」という 。 ） は 、

地方独立 行 政法人大 牟田市立病 院中期目標（以下 「中期目標」とい

う。）で 示 されたと おり、急性 期医療を担う地域 における中核病院

として、 今 後も地域 において必 要な質の高い医療 を継続して提供し

ていくた め に、機動 性、柔軟性 、効率性を発揮し 、公共性及び経済

性を両立させ得る健全経営を維持していかなければならない。  

こ こ に 、 法 人 の 基 本 理 念 と し て 、 「良質で高度な医療を 提 供 し 、

住民に愛 さ れる病院 を目指す」 ものと定め、その 行動指針は次のと

おりとする。  

○ 急 性 期 医 療 を 担 う 地 域 に お け る 中 核病院として 、地域医療の水準

の維持向上を図る。  

○ 地 域 の 他 の 医 療 機 関 で 担 う こ と が 困難な高度で 専門的な医療を提

供する。  

○ 地 域 医 療 連 携 の 推 進 と 役 割 分 担 に より、地域完 結型医療の実現に

寄与する。  

○ 医 学・医療技術の研修・研さんに努める。  

○ 健全経営を維持し、安定した経営基盤を構築する。  

こ う し た 観 点 に 基 づ き 、 地 方 独 立 行政法人法（平成１５ 年 法 律 第

１１８号 。 以下「法 」という。 ）及び地方独立行 政法人大牟田市立

病院定款 （ 平成２２ 年３月２６ 日認可。以下「定 款」という。）の

趣旨にの っ とり、中 期目標を達 成するため地方独 立行政法人大牟田

市立病院中期計画を次のとおり定める。  

 

第 １  住 民 に 対 し て 提 供 す る サ ー ビ ス そ の他の業 務の質の向上に関

する目標を達成するためにとる措置  

１  良 質で高度な医療の提供   

( 1)   患 者本位の医療の実践（重点）  

①  イ ンフォームド・コンセントの充実  
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患 者 や 家 族 が 診 療 内 容 を 適 切 に 理 解 し 、 納 得 し た 上 で 診 療

方 法 を 選 択 で き る よ う に 、 十 分 な 事前説明 を行い、相談しや

すい体制の充実を図る。  

②  相 談支援体制の充実  

他 の 医 療 機 関 の 患 者 や そ の 家 族 が 、 病 状 や 治 療 法 に つ い て 、

そ の 主 治 医 以 外 の 医 師 の 助 言 等 を 求められ た場合に適切に対

応するなど、相談支援体制の充実を図る。  

 

中 期目標で示されている重点項目  

項目  

患 者満足度の更なる向上  
 

 

 

関 連指標  

項目  平 成２０年度実績

がんに関する相談件数  １３８件

新規入院患者数  ７，１００人

紹介状持参患者数  ８，９４４人

外来初診患者数  １６，００５人

※ 関連指標について  

中 期 目 標 で 示 さ れ て い る 各 項 目 に 関 連 す る 取 組 み や 指 標 に つ

いて掲げている。以下同じ。  

 

( 2)   安 心安全な医療の提供  

①  医 療安全対策の実施  

患 者 等 の 医 療 や 病 院 に 勤 務 す る 職 員 に 関 す る 安 全 の 確 保 の

た め 、 医 療 安 全 に 関 す る 情 報 の 収 集や分析 を行い、医療安全

対策の徹底に努める。  
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②  院内感染防止策の実施  

標 準 的 予 防 策 を 徹 底 し 、 イ ン フ ル エ ン ザ 等 の 各 種 の 感 染 症

に 対 し 、 万 全 の 体 制 を 構 築 し 、 患 者等の安 全や病院に勤務す

る 職 員 の 健 康 を 確 保 す る と と も に 、感染源 や感染経路に応じ

た対応策を講じることにより、院内感染の防止に努める。  

 

関 連指標  

項目  平 成２０年度実績

院内研修会の開催数  

（医療安全に関するもの）  
２回

院外研修会への参加回数  

（医療安全に関するもの）  
８回

学会への参加回数  

（医療安全に関するもの）  
２回

 

( 3)   高 度で専門的な医療の提供  

①  高 度で専門的な医療の充実  

高 度 医 療 機 器 を 計 画 的 に 更 新 ・ 整 備 す る と と も に 、 医 療 ス

タ ッ フ の 専 門 資 格 取 得 の 促 進 を 図 ることに より、治療技術の

向上を図る。  

ま た 、 が ん 診 療 に つ い て は 、 手 術 、 放 射 線 治 療 、 化 学 療 法

を 効 果 的 に 組 み 合 わ せ た 集 学 的 治 療を行う ほか、脳卒中治療

や内視鏡による治療等、高度で専門的な医療を提供する。  

②  臨 床研究及び治験の推進  

良 質 で 高 度 な 医 療 の 提 供 の た め 、 臨 床 研 究 及 び 治 験 に も 積

極 的 に 取 り 組 み 、 医 学 の 発 展 に 貢 献すると ともに、新しい治

療方法等の医療に関する情報発信を行う。  

③  診 療機能の見直し  

大 牟 田 市 立 病 院 （ 以 下 「 市 立 病 院 」 と い う 。 ） は 急 性 期 医

療 を 担 う 地 域 に お け る 中 核 病 院 と して、入 院治療を必要とす

る 患 者 や 外 来 に お い て も 紹 介 患 者 を中心に 医療サービスを提
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供 し て い く た め 、 よ り 専 門 性 の 高 い分野へ の診療機能の見直

しを必要に応じて検討する。  

そ の 際 、 地 域 の 他 の 医 療 機 関 と の 診 療 機 能 の 役 割 分 担 の 下 、

精 密 な 検 査 や 手 厚 い 治 療 が 必 要 な 患者に医 療資源を集中して

投 下 し て い く 。 急 性 期 を 脱 し た 患 者につい ては、積極的に他

の医療機関への逆紹介を行う。  

 

関 連指標  

項目  平 成２０年度実績

手術件数  

（手術室施行分）  
２，２５６件

放射線治療数  

（延べ回数）  
２，５１６件

化学療法件数  １，８３６件

 

( 4)   法 令の遵守  

 ①  法 令・行動規範等の遵守  

公 立 病 院 に ふ さ わ し い 倫 理 観 を 持 ち 、 法 令 等 を 遵 守 す る こ

と は も と よ り 、 内 部 規 定 を 定 め 、 医療倫理 及び行動規範を確

立する。  

②  診 療情報等の適正管理  

診 療 録 等 の 個 人 の 診 療 情 報 に つ い て は 、 適 正 に 管 理 す る と

と も に 、 大 牟 田 市 個 人 情 報 保 護 条 例（平成 １４年大牟田市条

例 第 ２ ２ 号 ） 及 び 診 療 録 管 理 規 程 に基づき 、患者及びその家

族等への情報開示を適切に行う。  

ま た 、 そ の 他 の 個 人 情 報 の 保 護 及 び 情 報 公 開 に つ い て は 、

大 牟 田 市 個 人 情 報 保 護 条 例 及 び 大 牟田市情 報公開条例（平成

１５年大牟田市条例第３７号）に基づき、適切に対応する。  

 

関 連指標  
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項目  平成２０年度実績  

倫理研修会の参加人数  ６９人

 

２  診 療機能を充実する取組み  

( 1)   が ん診療の取組み（重点）  

地 域において質の高いがん診療を提供し続けるために、「地

域がん診療連携拠点病院」として、がん診療の専門スタッフの

育成を図りつつ、がんに関する相談体制、手術や化学療法及び

放射線治療の効果的な組合せと複数診療科の連携によるがん診

療体制及び緩和ケア体制を充実させ、一体的ながん診療体制を

構築するとともに、がんに関する地域の医療従事者を対象とし

た研修会等への参画や住民に対する普及啓発活動等を積極的に

推進する等の取組みにより、地域のがん診療の水準の維持向上

を図る。  

 

中 期目標で示されている重点項目  

項目  目 標値  

地 域がん診療連携拠点病院の認定更新  更新（平成２５年度）

 

関連指標  

項目  平 成２０年度実績  

がん手術件数  

（前掲の手術件数の内数）  
３２８件

放射線治療数（再掲）  ２，５１６件

化学療法件数（再掲）  １，８３６件
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( 2)   救 急医療の取組み  

地 域 住 民 の 救 急 医 療 へ の ニ ー ズ に こ た え る た め 、 ２ ４ 時 間

３ ６ ５ 日 救 急 医 療 の 提 供 を 行 う 。 ま た 、 医 療 ス タ ッ フ の レ ベ

ル ア ッ プ 並 び に 医 療 機 器 の 充 実 等 を 図 る こ と に よ り 、 救 急 受

入 体 制 の 充 実 を 図 る 。 特 に 、 急 性 心 筋 梗 塞 や 脳 卒 中 な ど 緊 急

か つ 重 篤 な 患 者 の 受 入 れ に つ い て は 、 平 成 ２ ５ 年 度 ま で に 体

制を強化できるよう最大限の努力を行う。  

更 に 、 救 急 専 門 の 医 師 の 確 保 を 目 指 す と と も に 、 救 急 の 機

能充実のため将来の整備計画を策定する。  

な お 、 市 立 病 院 で 対 応 が 困 難 な ３ 次 救 急 に つ い て は 、 久 留

米 大 学 病 院 や 聖 マ リ ア 病 院 等 の 救 命 救 急 セ ン タ ー と 緊 密 に 連

携 し 、 必 要 な 処 置 を 行 い 、 搬 送 等 に よ り 、 迅 速 か つ 適 切 な 対

応を行う。  

救 急 救 命 士 の 気 管 挿 管 実 習 の 受 入 れ や 救 急 隊 と の 症 例 検 討

会 あ る い は Ｉ Ｃ Ｌ Ｓ （ 心 停 止 蘇 生 ト レ ー ニ ン グ ） 研 修 な ど の

開催により、地域の救急医療水準の向上を図る。  

 

関 連指標  

項目  平 成２０年度実績

救急車搬送患者数  ２，０９９人

 

( 3)  母 子 医療の取組み  

産 科 医 療 に お い て は 、 地 域 の 産 婦 人 科 医 と の 連 携 を 推 進 す る

た め 、 セ ミ オ ー プ ン シ ス テ ム 等 の 導 入 に つ い て 検 討 を 行 う と と

も に 、 総 合 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー 等 と 連 携 を 密 に す る こ と に

より、安心して子どもを産める環境づくりに努める。  

ま た 、 助 産 師 外 来 を 充 実 さ せ 、 産 科 医 と 助 産 師 の 役 割 分 担 を

行 う こ と で 、 産 科 医 の 勤 務 環 境 を 改 善 す る と と も に 、 助 産 師 が

妊 娠 初 期 か ら 分 娩 ・ 産 じ ょ く ま で か か わ り 、 安 心 で き る 環 境 を

構築し、院内助産の充実を図る。  
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小 児 医 療 に お い て は 、 地 域 医 師 会 と 共 同 で 行 う 平 日 夜 間 小 児

輪 番 制 事 業 の 継 続 に 貢 献 し 、 夜 間 に お け る 小 児 救 急 ニ ー ズ に 対

応 す る と と も に 、 ２ 次 救 急 及 び 入 院 医 療 を 中 心 に 地 域 の 中 核 病

院としての役割を果たす。  

 

３  地 域医療連携の取組み  

( 1)   地 域医療の支援（重点）  

①  地 域医療の支援と「地域医療支援病院」の承認  

急 性 期 医 療 を 担 う 地 域 に お け る 中 核 病 院 と し て の 使 命 と

役 割 を 果 た す た め 、 他 の 医 療 機 関 と の 医 療 機 器 や 病 床 の 共

同 利 用 や 地 域 の 医 療 従 事 者 を 対 象 と し た 研 修 会 等 へ の 参 画

を 推 進 す る と と も に 、 他 の 医 療 機 関 か ら の 紹 介 患 者 数 の 比

率 （ 紹 介 率 ） ４ ０ パ ー セ ン ト 以 上 、 他 の 医 療 機 関 へ の 紹 介

患 者 数 の 比 率 （ 逆 紹 介 率 ） ６ ０ パ ー セ ン ト 以 上 を 維 持 す る

等 の 取 組 み に よ り 、 「 地 域 医 療 支 援 病 院 」 の 承 認 を 受 け る 。  

 

中 期目標で示されている重点項目  

項目  目 標値  

地 域医療支援病院の承認  平成２５年度までの承認  

紹介率  ４０％以上  

逆紹介率  ６０％以上  

 

( 2)   地 域完結型医療の実現  

①  地 域医療機関との役割と機能の分担  

救 命 救 急 セ ン タ ー が 行 う ３ 次 救 急 医 療 の 提 供 に つ い て は 、

引 き 続 き 、 久 留 米 大 学 病 院 や 聖 マ リア病院 等の救命救急セン

タ ー と 連 携 を 密 に 図 る こ と に よ り 、対応し ていくこととし、

２ 次 及 び ２ ． ５ 次 ま で の 救 急 医 療 について 地域で完結できる

よう、地域の医療機関と役割分担を行い、連携を図る。  
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ま た 、 地 域 の 医 師 会 と の 連 携 を 密 に し 、 急 性 期 か ら 回 復 期

ま で 切 れ 目 の な い 継 続 的 な 治 療 が 受けられ るよう、地域連携

パス等の作成にも取り組む。  

 

第 ２  予 算、収支計画及び資金計画  

地 域 に お い て 必 要 な 質 の 高 い 医 療 を 継 続 し て 提 供 し て い く た

め の 病 院 経 営 に 当 た っ て は 、 法 及 び 定 款 の 趣 旨 に の っ と る と と

も に 、 中 期 目 標 で 示 さ れ た と お り 、 公 共 性 及 び 経 済 性 を 両 立 さ

せ得る健全経営を維持していかなければならない。  

安 定 し た 経 営 基 盤 を 構 築 す る た め 、 市 の 運 営 費 負 担 金 の 負 担

と 、 法 人 の 自 主 的 、 自 律 的 な 業 務 運 営 に よ り 、 市 立 病 院 の 地 域

に お け る 役 割 と 責 任 を 果 た す 。 意 思 決 定 が 迅 速 と な る こ と や 柔

軟 な 人 事 給 与 制 度 の 構 築 、 民 間 的 経 営 手 法 の 導 入 等 の 地 方 独 立

行 政 法 人 制 度 の 特 長 を 最 大 限 に 発 揮 し 、 効 率 的 、 効 果 的 な 業 務

運 営 に よ り 、 収 益 の 確 保 と 費 用 の 節 減 に 取 り 組 む と と も に 、 引

き 続 き 月 次 決 算 や 原 価 計 算 等 の 経 営 分 析 を 的 確 か つ 迅 速 に 行 う

病 院 経 営 に よ り 、 単 年 度 収 支 の 黒 字 と 中 期 目 標 期 間 中 の 経 常 収

支比率１０５パーセントを目指す。  

ま た 、 経 営 管 理 体 制 の 確 立 の た め 、 理 事 会 及 び 事 務 部 門 等 の

体 制 を 整 備 し 、 組 織 内 の 意 思 決 定 過 程 を 明 確 に す る と と も に 、

組 織 内 に お け る 権 限 委 譲 や 役 割 分 担 に よ り 効 率 的 、 効 果 的 な 管

理 運 営 体 制 を 構 築 す る 。 さ ら に Ｂ Ｓ Ｃ （ バ ラ ン ス ト ス コ ア カ ー

ド ） 手 法 に よ り 、 組 織 全 体 が ビ ジ ョ ン を 共 有 し た 上 で 各 部 門 が

行 動 計 画 を 作 成 し 目 標 達 成 に 向 け て 取 り 組 み 、 定 期 的 な 進 ち ょ

く管理を行うことにより、ＰＤＣＡサイクルを確立する。  

 

 

中 期目標で示されている重点項目  

項目  

単 年度収支の黒字を目指す  
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経常収支比率１００パーセント超の堅持  
 

 

 

関 連指標  

項目  平 成２０年度実績

経常収支比率  １０２．２％

病床利用率  ８５．７％

職員給与費比率  

（対医業収益）  
４８．２％

材料費比率  

（対医業収益）  
１９．６％

医業収支比率  １０４．９％

平均在院日数  １３．８日

入院単価  ３９，４５０円

外来単価  ９，２０７円

 

１  予 算（平成２２年度から平成２５年度まで）  

（単位  百 万円）  

区  分  金  額  

収 入   

 営 業収益  ２ ９，５４８  

医業収益  ２７，２７４  

運営費負担金収益  ２，２２１  

その他営業収益  ５４  

営 業外収益  １，１８２  

運営費負担金収益  ９４８  

そ の他営業外収益  ２３４  
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資本収入  ０  

長 期借入金  ０  

そ の他資本収入  ０  

そ の他の収入  ０  

計  ３ ０，７３０  

支出   

営 業費用  ２５，１９４  

医業費用  ２４，４８７  

給与費  １３，５０８  

材料費  ５，６５５  

経費  ５ ，２１５  

研究研修費  １０９  

一般管理費  ７０７  

営 業外費用  １，４０２  

資本支出  ４，０４２  

建設改良費  １，５００  

償還金  ２，４８０  

その他の資本支出  ６２  

そ の他の支出  ０  

計  ３ ０，６３８  

（注１）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。  

（ 注 ２ ） 期 間 中 の 診 療 報 酬 の 改 定 、 給 与 改 定 及 び 物 価 の 変 動 は 考

慮していない。  

［人件費の見積り］  

総 額 １ ４ ， １ ８ ２ 百 万 円 を 支 出 す る 。 こ の 額 は 、 法 人 の 役 職

員 に 係 る 報 酬 、 基 本 給 、 諸 手 当 、 法 定 福 利 費 及 び 退 職 手 当 の 額

に相当するものである。  

［運営費負担金の見積り］  

運 営 費 負 担 金 に つ い て は 、 総 務 省 が発出す る「地方公営企業

繰 出 金 に つ い て 」 （ 総 務 省 自 治 財 政 局 長 通 知 ） に 準 じ 算 定 し た

額とする。  
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ま た 、 長 期 借 入 金 等 元 利 償 還 金 に 充 当 さ れ る 運 営 費 負 担 金 等

については、経常費助成のための運営費負担金とする。  

 

２  収 支計画（平成２２年度から平成２５年度まで）  

（単位  百 万円）  

区  分  金  額  

収 益の部  ３０，８３７  

 営 業収益  ２９，６４４  

  医 業収益  ２ ７，２４１  

  運 営費負担金収益  ２，２２１  

  補 助金等収益  ５４  

  資 産見返補助金戻入  １２８  

 営 業外収益  １，１７１  

  運 営費負担金収益  ９４８  

  そ の他営業外収益  ２２３  

 臨 時利益  ２３  

費 用の部  ３０，４１３  

 営 業費用  ２７，５８８  

  医 業費用  ２ ６，８７５  

   給 与費  １ ３，５０８  

   材 料費  ５ ，３８６  

   経 費  ５ ，５６２  

   減 価償却費  ２，３１５  

   研 究研修費  １０３  

  一 般管理費  ７１３  

 営 業外費用  １，４０２  

 臨 時損失  １，４２３  

純利益  ４２４  

目 的積立金取崩額  ０  

総 利益  ４２４  

（ 注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。  

［退職給付引当金について］  
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地 方 独 立 行 政 法 人 会 計 基 準 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 会 計 基 準 注

解 （ 平 成 １ ６ 年 総 務 省 告 示 第 ２ ２ １ 号 ） 第 ２ 章 第 ３ 節 第 ３ ６ の

規 定 に 基 づ き 、 引 き 当 て て お く べ き 退 職 給 付 引 当 金 の 額 は 、  

２，２１０百万円である。  

た だ し 、 地 方 独 立 行 政 法 人 へ の 移 行 前 に 負 債 に 計 上 し て い た

退 職 給 付 引 当 金 の 額 が 、 上 記 の 額 を 下 回 っ て お り 、 そ の 差 額 を

一 時 に 処 理 す る こ と が 経 営 成 績 に 関 す る 期 間 比 較 を 損 な い 期 間

損 益 を ゆ が め る お そ れ が あ る た め 、 法 人 が 本 来 引 き 当 て て お く

べ き 額 と の 差 額 に つ い て は 、 毎 事 業 年 度 、 臨 時 損 失 に 計 上 し 、

引き当てるものとする。  

 

３  資 金計画（平成２２年度から平成２５年度まで）  

（単位  百 万円）  

区  分  金  額  

資 金収入  ３３，２３０  

業務活動による収入  ３０，７３０  

診療業務による収入  ２７，２７４  

運営費負担金による収入  ３，１６９  

その他の業務活動による収入  ２８８  

投 資活動による収入  ０  

運 営費負担金による収入  ０  

そ の他の投資活動による収入  ０  

財 務活動による収入  ０  

長 期借入れによる収入  ０  

そ の他の財務活動による収入  ０  

市 からの繰越金  ２，５００  

資金支出  ３３，２３０  

業務活動による支出  ２６，５９６  

給与費支出  １４，１８２  

材料費支出  ５，６５５  

その他の業務活動による支出  ６，７５９  



13/20 

投資活動による支出  １，５００  

有形固定資産の取得による支出  １，５００  

その他の投資活動による支出  ０  

財 務活動による支出  ２，５４２  

長期借入金の返済による支出  ０  

移 行前地方債償還債務の償還による支出 ２，４８０  

その他の財務活動による支出  ６２  

次 期中期目標の期間への繰越金  ２，５９２  

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。  

 

第 ３  業 務 運 営 の 改 善 及 び 効 率 化 に 関 す る目標を 達成するためにと

る措置  

１  人 材の確保と育成  

( 1)   病 院スタッフの確保（重点）  

①  医 師の確保  

急 性 期 医 療 を 担 う 地 域 に お け る 中 核 病 院 と し て 、 良 質 で 高

度 な 医 療 を 提 供 し 、 地 域 医 療 の 水 準の維持 向上を図るため、

関 係 機 関 等 と の 人 事 交 流 や 研 修 を 通した連 携の強化や教育研

修 制 度 の 充 実 、 就 労 環 境 の 向 上 に 取り組む ことに加えて、公

募 等 に よ る 採 用 制 度 の 検 討 に よ り 、人材確 保機能を強化し、

優秀な医師の確保に努める。  

ま た 、 専 門 医 や 研 修 指 導 医 等 の 資 格 取 得 に 励 む と と も に 、

臨 床 研 修 プ ロ グ ラ ム の 充 実 等 に よ り、研修 医にとっても魅力

ある教育研修機関として、その積極的な受入れに努める。  

②  看 護師の確保  

患 者 や 家 族 に 接 す る 機 会 が 最 も 多 い 看 護 師 が 、 急 性 期 医 療

を 担 う 地 域 に お け る 中 核 病 院 と し て、良質 で高度な医療を提

供 し 、 住 民 に 愛 さ れ る 病 院 を 目 指 すために 果たす役割は大き

い 。 引 き 続 き 、 質 の 高 い 看 護 を 提 供するた めに、教育研修制

度 の 充 実 、 就 労 環 境 の 向 上 に 取 り 組むこと により、人材確保

機能を強化し、優秀な看護師の確保に努める。  

こうした取組みにより、７対１看護体制を確立する。  
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③  医療技術職等の確保  

医 師 、 看 護 師 に 限 ら ず 、 薬 剤 師 、 臨 床 検 査 技 師 、 診 療 放 射

線 技 師 、 理 学 療 法 士 、 臨 床 工 学 技 士等の医 療技術職や管理栄

養 士 、 医 療 ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー 、 診療情報 管理士等の専門職

に つ い て も 、 病 院 機 能 の 向 上 を 図 る観点か ら、人材の確保に

努める。  

④  事 務部門の専門性の向上  

経 営 管 理 機 能 の 強 化 の た め 、 法 人 職 員 を 段 階 的 に 採 用 す る

と と も に 、 実 践 的 な 研 修 の 実 施 に より、専 門性の向上に計画

的 に 取 り 組 む 。 な お 、 採 用 に 当 た っては、 病院運営や医療事

務等に精通した人材の確保に努める。  

⑤  院 内託児の検討  

子 ど も を 産 み や す く 、 育 て や す い 環 境 づ く り の 一 助 と す る

た め 、 ま た 、 育 児 の た め に 医 療 現 場から離 れざるを得ない場

合 に お い て も 働 き や す い 環 境 を 整 備するた め、院内託児につ

いて、人材確保の観点から検討する。  

 

中 期目標で示されている重点項目  

項目  目 標値  

７ 対１看護体制の確立  平成２２年度中の確立  

 

( 2)   研 修制度の整備  

①  教 育研修制度の整備  

職 務 、 職 責 に 応 じ た 実 効 性 の あ る 教 育 研 修 制 度 を 体 系 化 し 、

良 質 で 高 度 な 医 療 を 提 供 す る た め に必要な 高度で専門的な資

格や技能の取得を促進し得る教育研修制度を整備する。  

②  高 度で専門的な資格や技能の取得の支援  

専 門 医 や 認 定 看 護 師 、 専 門 技 師 を 始 め と し た 高 度 で 専 門 的

な 資 格 や 技 能 の 取 得 な ど 病 院 運 営 に必要と 認めるものについ
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て は 、 短 期 長 期 、 院 内 院 外 、 国 内 国外の別 なく、研修等の受

講が可能となる環境づくりに努める。  

③  教 育・研修の場の提供  

教 育 、 研 修 に つ い て は 、 職 員 の み に 限 ら ず 、 関 係 団 体 や 関

係 機 関 等 か ら 実 習 生 等 を 受 け 入 れ 、教育、 研修の場を提供す

る こ と で 地 域 医 療 に お け る 研 修 ・ 研さんの 場としての役割を

果たす。  

 

( 3)   接 遇の向上  

①  接 遇研修等の実施  

教 育 研 修 制 度 の 中 で 接 遇 に も 重 点 を 置 く と と も に 、 委 託 業

者 の 職員等も含む市立病 院に勤務する全ての者が参 加 可 能 と

な る実践的な接遇研修等 の実施とその実践により、 接 遇 の 向

上を図る。  

 

関 連指標  

項目  平 成２０年度実績  

接遇に関する研修会の参加人数 １０４人  

 

２  効 率的、効果的な業務運営の実施  

( 1)   柔 軟で適正な人事給与制度の構築（重点）  

職 員 の 採 用 や 配 置 、 そ の 処 遇 や 就 労 環 境 の 向 上 等 に つ い て

は 、 地 方 独 立 行 政 法 人 制 度 の 特 長 を 最 大 限 に 発 揮 し 、 効 率 的 、

効 果 的 に 取 り 組 む こ と で 、 意 思 決 定 過 程 を 迅 速 に す る と と も

に 、 次 の 観 点 に 基 づ き 、 柔 軟 な 運 用 が 可 能 と な る 機 動 的 な 法

人独自の人事給与制度を確立する。  

①  職 員採用の基準  

新 卒 、 既 卒 の 別 な く 、 医 療 に 携 わ る 者 と し て の 意 欲 を 持 っ

た人材の確保について臨機応変の処置をとる。  
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高 度 で 専 門 的 な 知 識 や 技 能 、 経 験 を 有 す る 優 秀 な 人 材 を 確

保 す る た め 、 従 来 の 受 験 資 格 や 受 験年齢に とらわれない職員

採用制度を構築する。  

②  柔 軟な職員配置  

限 ら れ た 人 的 資 源 を 有 効 に 活 用 す る た め 、 効 率 的 、 効 果 的

な 業 務 運 営 を 行 う と と も に 、 適 材 適所、時 宜にかなった職員

配置を行う。  

③  教 育研修の支援  

人 材 育 成 の 観 点 に 立 っ た 教 育 研 修 制 度 を 構 築 す る こ と は も

と よ り 、 長 期 の 受 講 が 必 要 と な る 研修等へ も積極的に参加す

る こ と が で き る 職 場 環 境 づ く り に 努めると ともに、その支援

制度について検討する。  

④  新 人事給与制度の確立  

現 在 の 年 功 的 人 事 給 与 制 度 を 見 直 し 、 職 員 の 成 果 や 能 力 の

客 観 的 か つ 具 体 的 な 評 価 に 基 づ き 、昇任や 昇格、給与に反映

さ せ る こ と が で き る 新 た な 人 事 給 与制度を 構築、施行し、必

要に応じて適宜見直しを行う。  

ま た 、 コ ス ト 意 識 や 経 営 感 覚 の 醸 成 を 図 る と と も に 、 病 院

の 業 績 や 個 人 の 評 価 が 給 与 に 適 正 に反映さ れることにより、

職 員 の 努 力 や 成 果 が 適 正 に 評 価 さ れ、働き がいを実感できる

仕組みづくりを導入する。  

な お 、 経 営 の 安 定 化 を 図 る た め 、 医 業 収 益 に 対 す る 職 員 給

与 費 を 勘 案 す る な ど 、 病 院 業 績 に 連動した 人事給与制度の構

築を目指す。  

⑤  就 労環境の向上  

仕 事 と 生 活 の 調 和 の 観 点 か ら も 、 多 種 多 様 な 雇 用 形 態 や 勤

務 時 間 、 勤 務 日 数 の 制 度 化 に 加 え て、超過 勤務時間の縮減や

計 画 的 な 勤 務 ロ ー テ ー シ ョ ン 制 度 等の適正 な労務管理の下、

働きやすい職場環境の充実を図る。  

⑥  職 員再雇用制度の検討  
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定 年 を 迎 え た 職 員 に つ い て 、 長 年 培 わ れ て き た 知 識 、 能 力

を 活 用 し 、 病 院 の 業 務 運 営 に 資 す るととも に、高年齢者の雇

用の確保を図るため、再雇用制度を導入する。  

⑦  派 遣職員の段階的なプロパー化  

市 か ら の 派 遣 職 員 に つ い て は 、 法 人 職 員 採 用 計 画 の 下 、 段

階 的 に 法 人 職 員 と 入 れ 替 え る 。 な お、これ については、ノウ

ハウ等の承継に十分配慮しつつ計画的に実施する。  

 

中 期目標で示されている重点項目  

項目  目 標値  

独 自の人事給与制度の導入  平成２３年４月導入を目指す  

 

( 2)   院 内協働の推進  

①  院 内協働の精神に基づいた業務運営  

委 託 業 者 の 職 員 等 も 含 む 市 立 病 院 に 勤 務 す る 全 て の 者 が 、

協 働 の 精 神 の 下 、 基 本 理 念 等 を 共 有し、相 互に補完し合う中

で業務運営に取り組む。  

 

( 3)   病 院機能評価の活用  

①  病 院機能評価の認定更新  

平 成 ２５年末に予定する財団法人日本医療機能評価機構に

よる「病院機能評価」の最新バージョンでの認定更新に取り

組むことにより、第三者による専門的かつ学術的見地に基づ

いた医療の質の維持向上を図る。  

②  業 務改善の取組み  

「 病 院 機能評価」における評価項目等に基づいた業務改善

に恒常的に取り組み、患者サービスの向上を図るとともに、

効率的、効果的な業務運営を行う。  

 

関 連指標  
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項目  平成２０年度実績  

病院機能評価の認定更新  Ｖｅｒ .  ５ 認定（更新）  

 

第 ４  短 期借入金の限度額  

１  限 度額  

１ ，０００百万円とする。  

 

２  想 定される短期借入金の発生理由  

予 定 外 の 退 職 者 の 発 生 に 伴 う 退 職 手 当 の 支 給 等 、 偶 発 的 な 出

費 へ の 対 応 や 賞 与 の 支 給 等 一 時 的 な 資 金 不 足 へ の 対 応 を 想 定 し

ている。  

 

第 ５  重 要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときの計画  

なし  

 

第 ６  剰 余金の使途  

計 画 期 間 中 の 毎 事 業 年 度 の 決 算 に お い て 剰 余 を 生 じ た 場 合 は 、

病 院 施 設 ・ 設 備 の 整 備 ・ 改 修 、 医 療 機 器 等 の 購 入 、 長 期 借 入 金

の償還、人材確保事業及び人材育成事業の充実に充てる。  

 

第 ７  料 金に関する事項  

１  料 金  

病 院 の 診 療 料 及 び そ の 他 の 諸 料 金 （ 以 下 「 診 療 料 等 」 と い

う。）は、次のとおりとする。  

( 1)   患 者の診療に伴う診療料等は、診療報酬の算定方法（平成

２０年厚生労働省告示第５９号）別表第１医科診療報酬点数

表、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費

に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成１８年

厚生労働省告示第９９号）及び保険外併用療養費に係る療養

についての費用の額の算定方法（平成１８年厚生労働省告示
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第４９６号）により算定した額とする。  

( 2)   ( 1) の 規定にかかわらず、特に費用を要するもの及び ( 1) の

規定により難いものは、実費相当額若しくは理事長が別に定め

る額又はその契約に定めるところによる。この場合において、

理事長は、公共性・経済性の観点から総合的に勘案して定める

ものとする。  

( 3)   ( 1) 及 び ( 2) に 定める診療料等の納入については、これを後

納とする。  

( 4)   既 に納めた診療料等については、返還しない。ただし、理

事長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。  

 

２  料 金の減免又は徴収の猶予  

理事長は、特別の理由があると認めるときは、別に定めるとこ

ろにより診療料等の減免又は徴収の猶予をすることができる。  

 

第 ８  地 方 独 立 行 政 法 人 大 牟 田 市 立 病 院 の業務運 営等に関する規則

（平成２２年大牟田市規則第３９号）第４条に定める事項  

１  施 設 及 び 設 備 に 関 す る 計 画 （ 平 成 ２２年度から平成 ２ ５ 年 度

まで）  

施設及び設備の内容  予定額  

病 院施設・設備の整備  総額   １ ００百万円

医療機器等の整備・更新  総額１，４００百万円

（注）金額については見込みである。  

 

２  法 第 ４ ０ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 業 務 の 財 源 に 充 て る こ と が で

きる積立金の処分に関する計画  

なし  

 

３  そ の他法人の業務運営に関する特に重要な事項  
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( 1)  災 害等への対応（重点）  

災 害 時 に は 災 害 拠 点 病 院 と し て の 役 割 を 果 た す と と も に 、

公 衆 衛 生 上 重 大 な 健 康 被 害 が 発 生 し 、 又 は 発 生 し よ う と し て

い る 場 合 に は 、 市 長 の 求 め に 応 じ 、 市 、 関 係 機 関 及 び 関 係 団

体と連携して迅速かつ適切な対応をとる。  

 

( 2)  保 健医療情報の提供  

保 健 医 療 に 関 す る 高 度 で 専 門 的 な 知 識 を 公 開 講 座 の 実 施 や

ホ ー ム ペ ー ジ 等 に よ り 情 報 発 信 し 、 普 及 啓 発 活 動 を 実 施 す る 。  

 

 


